
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   ユーザーが限定検査証を持参した場合の事業様のご対応方法 
現車を持込される場合 

限定検査証の有効期間内に（15 日間）、摩耗劣化にかかる箇所を再整備し、分解整備に該当する 

場合には、分解整備記録簿を交付するとともに、運輸支局へ現車の提示をお願いします。 

 

指定整備扱いの場合 

限定検査証の有効期間内に（15 日間）、摩耗劣化にかかる箇所を再整備し、指定整備記録簿を 

交付し、運輸支局へ限定保安基準適合証の提出をお願いします。 

 

ユーザーが整備命令書を持参した場合の事業様のご対応方法 

整備命令書に記載のある該当箇所を整備し、分解整備に該当する場合には、分解整備記録簿をユーザ

ーに交付して下さい。 

 

備考欄に記載された指導履歴の削除について 
 自動車使用者から運輸支局等の検査窓口に申告があった場合において、指導履歴が削除されます。 

申告が無い場合には、履歴は削除されませんので、ご注意ください。 

なお、指導履歴の削除については、２回連続して適切に実施されていることが必要となります。 

勧告の発動後ただちに点検整備（後整備）を実施した場合には、自家用乗用の場合２年後の継続検査時に

点検整備を実施し申告することで、指導履歴の削除となります。 ※2 年後に履歴が削除 

また、勧告の発動後ただちに点検整備（後整備）を実施しなかった場合には、次回の継続検査及びその次の

継続検査において適切に点検整備を実施し、申告する必要があります。 ※４年後に履歴が削除 

継続検査において、

前回の継続検査に係る

点検整備実施状況が確

認出来ない場合。 
ただし、今回の継続

検査時において、点検

整備を実施している場

合には、勧告の対象に

はなりません。

街頭検査において、

直近の継続検査に係る

点検整備実施状況が確

認出来ない場合。 

自動車点検基準
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当 し た 場 合 の

み、指導履歴が

備考欄に記載さ

れます。 
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